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株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託（BBT (＝Board Benefit Trust））」（以下、

「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されて

いる信託を「本信託」といいます。）に関し、下記のとおり、金銭を追加拠出することについて決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本制度の概要につきましては、2016 年 5 月 10 日付「業績連動型株式報酬制度導入に関する

お知らせ」および 2016 年 8 月 9 日付「株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

記 

 

１．追加拠出の理由 

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要となる株式を取得するための資金を本信託に

確保する必要があることから、本信託に金銭を追加拠出（以下、「追加信託」といいます。）すること

といたしました。 

なお、本制度導入後、当社は、後記のとおり本制度の対象者として、当社子会社の業務執行取締役

および当社の執行役員を追加する改定を行っております。 

 

２．追加信託の概要 

（１）追加信託日     ：2023年 8月 22日（予定） 

（２）追加信託金額    ：1,670百万円 

（３）取得する株式の種類 ：当社普通株式 

（４）取得株式数の上限  ：553,400株 

（５）株式の取得期間   ：2023年 8月 22日から 2023年 9月 29日（予定） 

（６）株式の取得方法   ：取引所市場より取得 

 

 

 

 



 

 

（ご参考：本制度の一部改定について） 

 

当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 155 回定時株主総会において、当社の業務執行取締役に対する

本制度の導入を決議し、その後、2018 年 5 月以降、本制度の対象者として、当社子会社である

セイコーウオッチ株式会社、セイコーインスツル株式会社、セイコーソリューションズ株式会社、

セイコータイムクリエーション株式会社、株式会社和光、セイコー NPC 株式会社、セイコー

フューチャークリエーション株式会社（以下、「対象子会社」といいます。）の業務執行取締役を追加

いたしました。 

また、2022年 6月に当社が執行役員制度を導入したことに伴い、当社執行役員を本制度の対象者に

追加し現在に至っております。 

これらに伴い、2016年 5月 10日付「業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ」にてお知らせ

いたしました事項の一部について、以下のとおり変更しております。 

 

  ■本信託に拠出する金額および本制度の対象者に付与するポイント数の上限（3事業年度） 

 

   

変更前 ※1 

（2016年 6月の本制度導入時） 

変更後 ※2 

（現在） 

金額（百万円)  ポイント 金額（百万円) ポイント 

当社の 

業務執行取締役 

および執行役員 
240 108,000 540 186,000 

対象子会社の 

業務執行取締役 
－ － 1,152 390,000 

合 計 240 108,000 1,692 576,000 

 

※1 2017 年 10 月 1 日付で普通株式 5 株につき 1 株の割合で株式併合を行っており、調整した数値

を記載しております。 

※2 本信託に拠出する金額および付与ポイント数の上限は、2023 年 6 月開催の当社および対象

子会社の定時株主総会において承認を受けております。 

 

以 上 


